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特別国民体育大会および第 78 回国民スポーツ大会冬季大会における 

監督の公認スポーツ指導者資格保有義務付けの取扱いについて（通知） 

 

平素より国民体育大会等にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

ご認識のとおり、国民体育大会（国民スポーツ大会）における監督への当協会公認スポーツ

指導者資格（以下、指導者資格）の保有については、平成 28 年開催の第 71 回大会（冬季大会

含む）から義務付けております。 

しかし、指導者資格の登録手続きを完了していないこと等により、大会参加時点で指導者資

格を保有していない者を監督としてエントリーするケースが発生している状況です。 

つきましては、監督選考時および参加申込（エントリー変更含む）時に、監督候補者の大会

参加時点の指導者資格保有状況を確認することについて、都道府県競技団体を含む関係者に対

し、周知徹底するようにしてください。 

なお、特別大会本大会および第 78 回冬季大会における監督の指導者資格の取扱いについては

下記をご参照ください。 

 

記 

 

■指導者資格を保有する者（詳細別紙参照） 

指導者資格を保有する者とは、「大会参加時(都道府県予選会に申込を完了した時点を起点

とする)に公認スポーツ指導者資格の登録状態が『有効』(資格が認定されている状態)である者」

をいう。 

※ 2023 年(令和 5 年)4 月 1 日（冬季大会は 2023 年(令和 5 年)10 月 1 日）時点で指導者資格が『有

効』であり、かつ有効期限が 2024 年(令和 6 年)3 月 31 日以降であること。 

※ 2023年(令和 5年)4月 1日時点で指導者資格の有効期限が 2023年(令和 5年)9月 30日の者であ

っても、2023 年(令和 5 年)10 月 1 日付更新登録手続きを行える者は参加が可能。ただし、2023

年(令和 5 年)9 月 30 日までに更新登録手続きを行わなかった場合は参加不可。 

 

■指導者資格を保有する監督が参加できない場合の取扱い 

・ 都道府県予選会、ブロック大会を含め、選手のみでは参加できない。 

・ 選手が監督を兼任する競技・種目・種別においては、兼任する監督が指導者資格を保有

していない場合、当該チームは参加できない。 

※ 監督の交代を行う際は、交代監督の指導者資格の保有状況について、確認を徹底するよう

にしてください。 

 
【本件に関する問合せ先】国スポ推進部 国スポ課 

TEL：03-6910-5808 E-mail:kokuspo@japan-sports.or.jp 

(写)



 

監督への公認スポーツ指導者資格義務付けに伴う 

特別国民体育大会本大会・第 78 回国民スポーツ大会冬季大会における取扱いについて 

 

2023 年 4 月 3 日 

 

■公認スポーツ指導者資格を保有する者 

公認スポーツ指導者資格を保有する者とは、「大会参加時(都道府県予選会に申込を完了した時点を起点とする)に公認スポーツ指導者

資格の登録状況が『有効』(資格が認定されている状態)である者」をいう。 

※2023 年(令和 5 年)4 月 1 日（冬季大会は 2023 年(令和 5 年)10 月 1 日）時点で公認スポーツ指導者資格が『有効』であり、か

つ有効期限が 2024 年(令和 6 年)3 月 31 日以降であること。 

※ 2023 年(令和 5 年)4 月 1 日時点で指導者資格の有効期限が 2023 年(令和 5 年)9 月 30 日の者であっても、2023 年(令和 5 年)10

月 1 日付更新登録手続きを行える者は参加が可能。ただし、2023 年(令和 5 年)9 月 30 日までに更新登録手続きを行わなかっ

た場合は参加不可。 

 
 

■公認スポーツ指導者資格を保有する監督が参加できない場合の取扱い 

・ 都道府県予選会、ブロック大会を含め、選手のみでは参加できない。 

・ 選手が監督を兼任する競技・種目・種別においては、兼任する監督が公認スポーツ指導者資格を保有していない場合、当該チーム

は参加できない。 

 

■参加可否一覧 
 

【特別本大会】  

2023 年 4 月 1 日現在 大会参加時 
参加 

可否 
資格 

状況 
資格有効期限 

資格 

状況 
資格有効期限 

有効 

2024 年 3 月 31 日以降 
有効 

2024 年 3 月 31 日以降 ○ 

2023 年 9 月 30 日 
2027 年 9 月 30 日 ○※1 

保留 2023 年 9 月 30 日 × 

保留/

無効 
- 有効 2027 年 9 月 30 日 ×※2 

※1 2023 年 10 月 1 日付更新登録手続きを同年 9 月 30 日までに行った

者は参加可能 

※2 2023 年 10 月 1 日付登録手続きで認定された場合でも同年 4 月 1 日

現在に資格が有効ではない者は参加不可 

【第 78 回国民スポーツ大会冬季大会】 
2023 年 10 月 1 日現在 大会参加時 

参加 

可否 
資格 

状況 
資格有効期限 

資格 

状況 
資格有効期限 

有効 2024 年 3 月 31 日以降 有効 2024 年 3 月 31 日以降 ○ 

保留/

無効 
- 

保留/

無効 
- ×※1 

※1 2024 年 4 月 1 日付登録手続き予定の場合でも 2023 年 10 月 1 日現

在に資格が有効ではない者は参加不可 
 



[　冬季大会　] 令和5年3月1日

No 競　技 名 コーチ1 コーチ2 コーチ3 コーチ4 教師 上級教師 備考
1 スキー ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
2 スケート ◎ － ◎ ◎ ◎ －
3 アイスホッケー ◎ － ◎ ◎ － －

[　本大会　]
No 競　技 名 コーチ1 コーチ2 コーチ3 コーチ4 教師 上級教師 備考

◎ ◎ ◎ ◎

2 水泳 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
● ◎ ◎

(JFA公認C級コーチ) (JFA公認B級コーチ)
(JFA公認S級コーチ)
(JFA公認A級コーチ)

● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
(JPTA認定) (JPTA認定)

5 ローイング ◎ ◎ ◎ ◎ － －
6 ホッケー ● ● ◎ ◎ － －
7 ボクシング ◎ － ◎ ◎ － －
8 バレーボール ◎ ◎ ◎ ◎ － －
9 体操 ● ● ◎ ◎ － － トランポリンは体操コーチ3のみ

◎ ◎ ◎ ◎

(JBA公認B級コーチ)
(JBA公認S級コーチ)
(JBA公認A級コーチ)

11 レスリング ◎ ◎ ◎ ◎ － －
12 セーリング ◎ ◎ ◎ ◎ － －
13 ウエイトリフティング ◎ ◎ ◎ ◎ － －
14 ハンドボール ◎ ◎ ◎ ◎ － －
15 自転車競技 ◎ ◎ ◎ ◎ － －
16 ソフトテニス ◎ ◎ ◎ ◎ － －
17 卓球 ● ◎ ◎ ◎ － － 公認審判員以上の審判員資格を有する者

18 軟式野球 ◎ ◎ ◎ ◎ － －
19 相撲 ◎ ◎ － － － －
20 馬術 ◎ － ◎ － － －
21 フェンシング ◎ － ◎ ◎ － －

22 柔道 ◎ ◎ ◎ ◎ － －
かつ全日本柔道連盟公認柔道指導者資格制
度に基づく、AまたはB指導員資格を有する者。

23 ソフトボール ◎ ◎ ◎ ◎ － －
24 バドミントン ◎ ◎ ◎ ◎ － －
25 弓道 ◎ ◎ ◎ － － －

26 ライフル射撃 ● ● ◎ ◎ － － かつ公益社団法人日本ライフル射撃協会認定
B級コーチの資格を有する者。

27 剣道 ◎ ◎ － － － －
● ◎

(JRFU育成コーチ) (JRFU強化コーチ)

29 スポーツクライミング ◎ ◎ ◎ ◎ － － 山岳コーチ1～4またはスポーツクライミング
コーチ1～4を有する者。

30 カヌー ◎ ◎ ◎ ◎ － －
31 アーチェリー ◎ ◎ ◎ ◎ － －
32 空手道 ● ● ◎ ◎ － － 全日本空手道連盟公認地区審判員以上

33 銃剣道 ◎ ◎ － － － －
34 なぎなた ◎ ◎ ◎ ◎ － －

35 ボウリング ◎ ◎ ◎ ◎ － －
JBCコーチ制度に基づく、レベル１コーチ、ブロ
ンズコーチ、シルバーコーチいずれかの資格を
有することが望ましい。

36 ゴルフ ◎ － － － ◎ ◎
37 トライアスロン ◎ － － － － －

◎：国体監督対象資格 ●：資格認定はしているが国体監督対象資格ではない資格 －：資格認定していない資格

28 ラグビーフットボール ● ◎ － －

JBA公認C級コーチ以上の資格を有する者
(JBA公認C級コーチ)

4 テニス

10 バスケットボール － －

3 サッカー － － －

国民体育大会における監督に対する公認スポーツ指導者資格の義務付け
＜公認スポーツ指導者資格認定状況と義務付け対象資格＞

特別大会

1 陸上競技 － －
(JAAF公認ジュニアコーチ) (JAAF公認コーチ)
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